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<歳    入>

予 算 現 額 決 算 見 込 額

（Ａ） （Ｂ）

１ 7,494,940,000 7,593,861,696 98,921,696

１ 7,494,940,000 7,593,861,696 98,921,696

１ 保 険 料 収 入 7,494,940,000 7,593,861,696 98,921,696

１ 一 般 被 保 険 者 分 7,494,908,000 7,593,788,803 98,880,803

２ 退 職 被 保 険 者 等 分 32,000 72,893 40,893

２ 30,000 36,600 6,600

1 30,000 36,600 6,600

１ 証 明 手 数 料 30,000 36,600 6,600

３ 1,255,000 1,230,000 △ 25,000

１ 1,255,000 1,230,000 △ 25,000

１ 疾 病 予 防 対 策 事 業 費 等 補 助 金 45,000 45,000 0

２ 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金 1,210,000 932,000 △ 278,000

３ 国 民 健 康 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 0 3,000 3,000

４ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 0 250,000 250,000

４ 30,113,767,000 28,794,060,197 △ 1,319,706,803

１ 30,113,767,000 28,794,060,197 △ 1,319,706,803

1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 30,111,744,000 28,792,561,197 △ 1,319,182,803

１ 保険給付費等交付金（普通交付金） 29,533,807,000 28,280,196,197 △ 1,253,610,803

２ 保険給付費等交付金（特別交付金） 577,937,000 512,365,000 △ 65,572,000

2 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金 2,023,000 1,499,000 △ 524,000

1 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金 2,023,000 1,499,000 △ 524,000

５ 4,411,319,000 4,335,756,342 △ 75,562,658

１ 3,798,339,000 3,722,776,342 △ 75,562,658

1 一 般 会 計 繰 入 金 3,798,339,000 3,722,776,342 △ 75,562,658

2 612,980,000 612,980,000 0

1 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 612,980,000 612,980,000 0

６ 774,097,000 774,097,474 474

１ 774,097,000 774,097,474 474

1 繰 越 金 774,097,000 774,097,474 474

７ 59,971,000 50,299,996 △ 9,671,004

1 22,210,000 23,586,353 1,376,353

１ 延 滞 金 22,209,000 23,586,353 1,377,353

２ 過 料 1,000 0 △ 1,000

２ 1,000 0 △ 1,000

１ 市 預 金 利 子 1,000 0 △ 1,000

３ 37,760,000 26,713,643 △ 11,046,357

１ 返 納 金 15,381,000 18,500,844 3,119,844

２ 雑 入 22,379,000 8,212,799 △ 14,166,201

１ 雑 入 22,379,000 8,178,846 △ 14,200,154

２ 国 保 事 業 費 納 付 金 返 還 金 0 33,953 33,953

８ 56,000 55,215 △ 785

１ 56,000 55,215 △ 785

１ 利 子 及 び 配 当 金 56,000 55,215 △ 785

42,855,435,000 41,549,397,520 △ 1,306,037,480歳 入 合 計

議題１　令和５年度特別会計国民健康保険費決算（案）について

科 目 増 減

市 預 金 利 子

財 産 収 入

（ 款 ・ 項 ・ 目 ・ 節 ） （Ｂ）－（Ａ）

国 民 健 康 保 険 事 業 収 入

国 民 健 康 保 険 料 収 入

県 支 出 金

県 補 助 金

国 庫 補 助 金

財 産 運 用 収 入

使 用 料 及 び 手 数 料

雑 入

手 数 料

国 庫 支 出 金

国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

延 滞 金 及 び 過 料

一 般 会 計 繰 入 金

繰 越 金
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<歳    出>

予 算 現 額 決 算 見 込 額

（Ａ） （Ｂ）

１ 42,815,996,415 41,440,432,740 1,375,563,675

１ 675,980,000 617,800,025 58,179,975

１ 事 務 費 674,995,000 617,352,911 57,642,089

１ 給 与 費 285,929,000 276,837,986 9,091,014

99 事 務 費 等 389,066,000 340,514,925 48,551,075

２ 運 営 協 議 会 費 985,000 447,114 537,886

２ 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 運 営 費 985,000 447,114 537,886

２ 29,718,775,000 28,484,507,428 1,234,267,572

１ 療 養 諸 費 25,675,529,000 24,671,175,834 1,004,353,166

２ 療 養 給 付 費 等 25,587,469,000 24,590,885,329 996,583,671

３ 診 療 報 酬 審 査 支 払 手 数 料 88,060,000 80,290,505 7,769,495

２ 高 額 療 養 費 3,883,744,000 3,686,481,594 197,262,406

２ 高 額 療 養 費 3,883,744,000 3,686,481,594 197,262,406

３ 移 送 費 201,000 26,610 174,390

２ 移 送 費 201,000 26,610 174,390

４ 出 産 育 児 諸 費 121,051,000 97,355,077 23,695,923

２ 出 産 育 児 一 時 金 121,000,000 97,318,957 23,681,043

３ 支 払 手 数 料 51,000 36,120 14,880

５ 葬 祭 諸 費 32,650,000 29,100,000 3,550,000

２ 葬 祭 費 32,650,000 29,100,000 3,550,000

６ 傷 病 手 当 金 諸 費 5,600,000 368,313 5,231,687

１ 傷 病 手 当 金 5,600,000 368,313 5,231,687

３ 308,694,000 227,999,394 80,694,606

１ 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 300,287,000 221,292,056 78,994,944

１ 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 300,287,000 221,292,056 78,994,944

２ 保 健 衛 生 普 及 費 8,407,000 6,707,338 1,699,662

２ 保 健 衛 生 普 及 事 業 費 8,407,000 6,707,338 1,699,662

４ 31,931,415 29,511,008 2,420,407

１ 諸 支 出 金 31,931,415 29,511,008 2,420,407

２ 保 険 料 過 誤 納 返 還 金 31,931,415 29,511,008 2,420,407

５ 11,474,891,000 11,474,890,670 330

１ 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 11,474,891,000 11,474,890,670 330

６ 605,725,000 605,724,215 785

１ 国 民 健 康 保 険 費 基 金 積 立 金 605,725,000 605,724,215 785

2 39,438,585 0 39,438,585

1 39,438,585 0 39,438,585

42,855,435,000 41,440,432,740 1,415,002,260

令和６年度への繰越額 108,964,780円

歳 出 合 計

（単位   円）

科 目 増 減

（Ａ）－（Ｂ）（ 款 ・ 項 ・ 目 ・ 細 目 ）

国 民 健 康 保 険 事 業 費

国 民 健 康 保 険 総 務 費

保 険 給 付 費

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

予 備 費

予 備 費

保 健 事 業 費

基 金 積 立 金

諸 支 出 金
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議題２ 被保険者証廃止に伴う対応について 

 

令和６年 12 月２日に現在の保険証の新規発行が廃止となりマイナ保険証となるこ

とに伴い、横須賀市国民健康保険では以下の通り対応を行います。 

 

（主なスケジュール） 

 
１ 現在の保険証について 

  本市国民健康保険の保険証（一斉）の有効期限は令和７年７月 31 日までであり、

保険証の新規発行が廃止される令和６年 12 月２日以降であっても経過措置により

交付されている現在の保険証は有効期限まで医療機関を受診することができます。 

また、改正法施行日以前に、他市からの転入、社会保険を脱退した方については、

随時加入手続きを行っていただき、一斉更新の保険証と同じ有効期限が令和７年７

月 31 日までの保険証を交付します。 

 

２ 個人番号のお知らせの送付について 

  個人番号のお知らせは、国からの通知に従い、医療保険者等の把握している加入

者情報（個人番号の下４桁を含む）を事前に被保険者へ通知することで、情報の正

確性を担保し、全ての方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用してい

ただけるようにすることを目的として送付するものです。 

本市国民健康保険では令和６年９月に送付を予定しています。 

 

３ 資格確認書、資格情報のお知らせの交付について 

  保険証が廃止される令和６年 12 月２日以降加入手続きを行った方に対し、「資格

確認書」もしくは「資格確認情報のお知らせ」を交付します。 

  また、現在の保険証の経過措置終了時には、「資格確認書」もしくは「資格確認情

報のお知らせ」を郵送により一斉送付いたします。 
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  「資格情報のお知らせ」の発行の趣旨は、マイナ保険証の券面からは資格情報が

読み取れないことから、紙の保険証からの移行時や資格取得時に、マイナ保険証保

有者が自身の資格情報を把握できるようにするため交付するものです。 

   

  〇資格確認書の交付範囲 

12/2 以降 随時・月次交付 

① 新規資格取得者でマイナンバーカードを取得していない方、健康保険証の

利用登録をしていない方 

② 健康保険証の利用登録解除申請者及びマイナンバーカード返納者 

③ ７０歳到達でマイナンバーカードを取得していない方、健康保険証の利用

登録をしていない方（月次交付） 

④ 電子証明書の更新を失念した方（月次交付を予定） 

⑤ マイナンバーカードを紛失した方 

⑥ 資格確認書の交付を希望する方 

 

   初回一斉更新時（令和７年８月） 

① マイナンバーカードを取得していない方、健康保険証の利用登録をしてい

ない方 

② マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方 

③ 電子証明書の更新を失念した方 

④ マイナンバーカードを返納した方 

⑤ ＤＶ被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できな

い設定の方 

 

〇資格情報のお知らせの交付範囲 

12/2 以降及び一斉交付時 

① マイナンバーカードに健康保険証利用登録を行っている方 

 

４ 短期証、資格証明書の廃止について 

  被保険者証の廃止に伴い、短期証、資格証明書が廃止されます。 

有効期限が短い保険証および資格者証該当者に対し令和６年７月に有効期限が

令和７年７月 31 日の被保険者証（通常証）を送付しました。 

  今後の収納対策については、督促状等による窓口での交渉、電話・訪問納付勧奨

や預金調査等の滞納対策を強化することで収納率の向上を目指します。 
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参考資料１：個人番号のお知らせ見本 
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参考資料２：資格確認書見本 
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参考資料３：資格情報のお知らせ見本 
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横須賀市国民健康保険条例の改正について 

 

１ 改正理由 

  令和６年12月２日から被保険者証が廃止されることに伴い国民健康保険法の

一部が改正されるため、国民健康保険条例を改正します。 

   

２ 改正の概要 

第25条第１項の過料について、被保険者証の廃止に伴い国民健康保険法第127

条第１項に規定する被保険者の返還に応じない者に対する10万円以下の過料の規

定が削られるため、これに対応できるよう条文を改正します。 

また今回の改正に併せ所要の条文整備を行います。 

 

３ 新旧対照表 

旧 新 

第 1 条～第 24条（略） 第 1条～第 24条（略） 

(過料) 
第25条 法第9条第1項若しくは第9項の規定

による届出をせず、若しくは虚偽の届出を

した者又は同条第3項若しくは第4項の規

定により被保険者証の返還を求められてこ

れに応じない者に対し、10万円以下の過

料を科することができる。 

２～４（略） 

 

   

(過料) 
第25条 法第9条第1項若しくは第5項の規定

による届出をせず、又は虚偽の届出をした

者に対し、10万円以下の過料を科するこ

とができる。 

 

２～４（略） 

 

（附則） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年12月２日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行

政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の一部を改正す

る法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等

及び経過措置に関する政令（令和６年政令第

〇〇〇号）第９条の規定によりなお従前の例

によることとされる場合におけるこの条例の
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施行の日以後にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。 

 
４ 施行期日 

令和６年 12 月２日 
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議題３ データヘルス計画について 

 「横須賀市国民健康保険データヘルス計画」の進捗状況 

１ 課題１  特定健診の受診率の伸び悩み 

 

目標① 特定健診受診率を 38％以上とする。 

 

 令和５年度目標 実績 

特定健康診査受診率 37％ 28.1％ 

                      （令和６年６月末時点） 

(１)特定健康診査未受診者への受診勧奨 

事業概要 令和５年度の取り組み状況 

年齢・性別・受診履歴等から分

類した対象群ごとの特性に応じ

た受診勧奨を実施する。 

次の条件で抽出された者に対して、電

話・通知による受診勧奨を行った。 

（通知 20,431通、電話 7,124件） 

①新規特定健診対象者 

（通知 3,860通、電話 611件） 

②糖尿病治療中断の可能性がある者（通知

74通） 

③直近３年間に受診した者 

（通知 11,882通、電話 5,173件） 

④令和４年度に受診していない者 

（通知 4,615通、電話 1,340件） 

 

(２)人間ドック等健診結果の活用 

事業概要 令和５年度の取り組み状況 

人間ドックや事業者健診受診者

にインセンティブを提供するこ

とで、検査結果の提供を受け、

受診率に反映させる。 

人間ドック結果の読み替え件数（380件） 

事業者健診結果の読み替え件数（68件） 
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２ 課題２  特定保健指導の実施率の伸び悩み 

 

目標② 特定保健指導実施率を 20％以上とする。 

 

 令和５年度目標 実績 

特定保健指導実施率 23％ 7.2％ 

                                            （令和６年６月末時点） 

(１)特定保健指導対象者への受診勧奨 

事業概要 令和５年度の取り組み状況 

特定健診受診者のうち、生活習

慣病リスク者へ、特定保健指導

の利用を促し実施につなげる。 

電話による勧奨：1,189件 

通知による勧奨：1,168人 

 

３ 課題３  １人あたり医療費の適正化 

 

目標③ １人あたり医療費に占める生活習慣関連疾患の額を減少させる。 

目標④  新規人工透析導入者数の年間平均者数を減少させる。 

 

 令和５年度目標 実績 

新規透析導入者数 平均 60人より減少 49人 

 

(１)肥満対策 

事業概要 令和５年度の取り組み状況 

適正体重を維持し、肥満を予防

することで生活習慣病リスクの

低下につなげる。 

啓発文書（ちらし）の送付 15,860枚 

特定保健指導の充実（ICT を活用した

特定保健指導の実施） 

 

(２)受診勧奨判定値を超えている者への受診勧奨 

事業概要 令和５年度の取り組み状況 

受診勧奨判定値を超えている者

への受診勧奨を行い、受診につ

なげる。 

令和５年度受診勧奨数 

・血圧 378件 ・血糖 280件 

・脂質 16件 
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(３)糖尿病性腎症重症化予防事業 

事業概要 令和５年度の取り組み状況 

糖尿病患者に対して、かかりつ

け医と連携しながらプログラム

を実施し、糖尿病性腎症の重症

化を抑制する。 

委託事業所がプログラム実施 

・対象者 108名へ案内送付 

・プログラム利用者 13名 

 

 

(４)ＣＫＤ病診連携システム 

事業概要 令和５年度の取り組み状況 

特定健診の結果で腎リスクのあ

る者を腎臓専門医に紹介するこ

とで、CKD 進展予防及び新規人

工透析導入者数の抑制を図る。 

腎専門医に受診した人数：313人 

（令和６年６月末時点） 

 

４ 課題４  後発医薬品の使用割合 

目標⑤ 後発医薬品の使用割合を 81.1％以上とする。 

 

 令和５年度目標 実績 

後発医薬品の使用割合 74％以上 81.5％ 

 

(１)ジェネリック医薬品差額通知の送付 

事業概要 令和５年度の取り組み状況 

ジェネリック医薬品への切り替

えを促す通知を送付し、ジェネ

リック医薬品への切り替えを進

める。 

令和５年７月送付 ：1,761通 

令和５年 11月送付 ：1,983通 

令和６年３月送付 ：2,214通 
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